
申込期間  令和８年 1月５日（月）～１月 2７日（火） 

       （期間中の土・日曜日、祝日は受け付けません。） 

試 験 日  令和８年 2月１４日（土）       

令和８年度「上越市教育委員会」会計年度任用職員 

採用試験案内 

 

 

  

    

 
 

市教育委員会では、市立小・中学校、放課後児童クラブ等で勤務する会計年度任用職員を次

のとおり募集しますので、ご応募ください。 

 

１  募 集 職 種 

職       種 
採用予定 

人  数 
職 務 内 容 

Ａ 教育補助員 15人程度 

通常の学級で特別な支援が必要な児童生徒の教育活動

の指導、支援などを行う。（希望により放課後児童クラ

ブの活動指導含む） 

Ｂ 介護員 27人程度 
特別支援学級に在籍する児童生徒の学校生活の援助な

どを行う。 

Ｃ 学校看護師 2人程度 
児童生徒の医療的ケア、特別支援学級に在籍する児童生

徒の学校生活の援助などを行う。 

Ｄ 
ＬＤ（学習障害） 

指導員 
2人程度 

児童生徒の認知特性に合わせた個別の学習指導などを

行う。 

Ｅ 学校司書 3人程度 
学校図書館や図書館ボランティアの指導、読書活動推進

指導、図書を活用した授業の支援などを行う。 

Ｆ ＩＣＴ支援員 1人程度 

学校配置 ICT機器（コンピュータ、タブレット端末など）

の保守管理の支援や ICTを活用した授業準備支援などを

行う。 

Ｇ 就学アドバイザー 2人程度 
小学校就学前の子どもに対する心理検査実施や保護者

との相談対応などを行う。 

Ｈ 
放課後児童クラブ 

支援員 
5人程度 

放課後留守家庭の児童に対する遊びを中心とした活動

の支援や放課後児童クラブ運営の事務的な業務などを

行う。 Ｉ 
放課後児童クラブ 

補助員 

Ｊ 
学校訪問 

カウンセラー 
3人程度 

児童生徒、教職員及び保護者との教育相談、教職員の研

修会や協議会での援助及び助言などを行う。 

Ｋ 
不登校児童生徒教育

支援室指導員 
2人程度 

不登校児童生徒教育支援室に通級する児童生徒の生活

指導、学習指導・教育相談、不登校の児童生徒の家庭お

よび学校訪問などを行う。 

 



２  任 用 形 態 

(1) 身   分  会計年度任用職員 

(2) 任用開始日  令和 8年 4月 1日 

(3) 勤 務 期 間 

職       種 勤 務 期 間 

Ａ 教育補助員 

・1学期始業式から 1学期終業式まで 

・2学期始業式から 2学期終業式まで 

・3学期始業式から 3学期終業式まで 

 

※勤務校により異なる。 

※Ｅの職種については、数日異なる。 

Ｂ 介護員 

Ｃ 学校看護師 

Ｄ ＬＤ（学習障害）指導員 

Ｅ 学校司書 

Ｆ ＩＣＴ支援員 

・令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 

※Ｊの職種については、8月はローテーションにより 7日程度の

勤務 

Ｇ 就学アドバイザー 

Ｈ 
放課後児童クラブ 

支援員 

Ｉ 
放課後児童クラブ 

補助員 

Ｊ 
学校訪問 

カウンセラー 

Ｋ 
不登校児童生徒教育 

支援室指導員 

 ※ 任用当初の 1ヶ月間は試用期間となります。 

※ 勤務状況等により、最長で令和 13年 3月末まで任用を更新する場合があります。 

 

(4) 勤務日、勤務時間 

職 種 勤務日 勤 務 時 間・休 憩 時 間 

Ａ 教育補助員 

月曜日から金曜日 

・午前 8時から午後 4時までの間の 

6時間 30分勤務、休憩 45分 

・午前 8時から午後 6時までの間の 

7時間 45分勤務、休憩 45分（児童クラブ勤務あり） 

Ｂ 介護員 
・午前 8時から午後 5時までの間の 

6時間 50分勤務、休憩 45分 

Ｃ 学校看護師 
・午前 8時から午後 5時までの間の 

6時間 50分勤務、休憩 45分 

Ｄ 
ＬＤ（学習障害） 

指導員 

・午前 8時 30分から午後 0時 30分 

 4時間勤務、休憩なし 



職 種 勤務日 勤 務 時 間・休 憩 時 間 

Ｅ 学校司書 

月曜日から金曜日 

・午前 9時 25分から午後 4時まで 

5時間 50分勤務、休憩 45分 

Ｆ ＩＣＴ支援員 
・午前 9時 15分から午後 4時 5分まで 

5時間 50分勤務、休憩 60分 

Ｇ 就学アドバイザー 

保護者の対応等に応じて次のいずれかで勤務 

① 午前 8時 30分から午後 3時 20分まで 

② 午前 10時 25分から午後 5時 15分まで 

③ 午前 11時から午後 5時 50分まで 

5時間 50分勤務、休憩 60分 

Ｈ 
放課後児童クラブ 

支援員 
月曜日から土曜日

のうち 5日 

（日曜日、祝日は休み） 

・授業日 

午後 2時 30分から午後 7時までの間の 

4時間勤務、休憩なし 

・8月以外の土曜日及び長期休業日 

 午前 7時 30分から午後 7時までの間の 

4時間勤務、休憩なし 

・8月 

 午前 7時 30分から午後 7時までの間の 

7時間 45分勤務、休憩 45分 

Ｉ 
放課後児童クラブ 

補助員 

Ｊ 
学校訪問 

カウンセラー 

月曜日から金曜日 

・午前 9時 10分から午後 4時まで 

5時間 50分勤務、休憩 60分 

Ｋ 
不登校児童生徒教

育支援室指導員 

・午前 9時から午後 3時 50分まで 

5時間 50分勤務、休憩 60分 

※勤務開始時間等は勤務場所により異なります。 

※学校行事等により、勤務日を振り替える場合や勤務時間帯を変更する場合があります。 

(5) 休暇 

年次有給休暇あり 

その他、有給・無給の特別休暇があります。 

 

(6) 報酬 

職 種 報酬月額 通勤手当 

Ａ 教育補助員 

192,900円（6時間 30分勤務） 

通勤方法や距離に応じて

支給 

230,000円（7時間 45分勤務） 

（児童クラブ勤務あり） 

Ｂ 介護員 171,400円 

Ｃ 学校看護師 209,400円 

Ｄ ＬＤ（学習障害）指導員 132,800円 

Ｅ 学校司書 165,500円 

Ｆ ＩＣＴ支援員 165,500円 



職 種 報酬月額 通勤手当 

Ｇ 就学アドバイザー 173,100円 

 

Ｈ 放課後児童クラブ支援員 103,700円 

Ｉ 放課後児童クラブ補助員 97,000円 

Ｊ 学校訪問カウンセラー 173,100円 

Ｋ 
不登校児童生徒教育支援

室指導員 
173,100円 

※Ａ～Ｅ、Ｊの職種について、勤務期間が 1か月に満たない月（4月、7月、8月、12月、1月、

3月など）は勤務実績に応じた支給となります。 

※任用期間等に応じて、6月期、12月期に最大計 3.525月分の期末・勤勉手当を支給（各 1.7625） 

※報酬月額及び期末・勤勉手当月数は令和 7年度実績です。 

 

(7) 各種加入保険 

職 種 加入保険 

Ａ 教育補助員 

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

Ｂ 介護員 

Ｃ 学校看護師 

Ｄ ＬＤ（学習障害）指導員 

Ｅ 学校司書 

健康保険、厚生年金、雇用保険 

Ｆ ＩＣＴ支援員 

Ｇ 就学アドバイザー 

Ｈ 放課後児童クラブ支援員 

Ｉ 放課後児童クラブ補助員 

Ｊ 学校訪問カウンセラー 

Ｋ 不登校児童生徒教育支援室指導員 

 ※職種の勤務時間、勤務場所により加入する保険が異なります。 

 ※任用日において、健康保険は 75歳以上、厚生年金は 70歳以上の方は加入できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



３  受 験 資 格 等 

職       種 受 験 資 格 等 

Ａ 教育補助員 
普通教員免許状（養護教諭及び栄養教諭を除く）を有する人  

※免許状を更新していなくても受験可 

Ｂ 介護員 

次のいずれかに該当する人 

・普通教員免許状（栄養教諭を除く）を有する人 

・児童福祉法に定める保育士となる資格を有する人 

・介護保険法に定める訪問介護員 2 級課程を修了した旨の証明書の

交付を受けている人 

・平成 25年 4月以降に介護保険法において訪問介護を行う介護職員

初任者研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けている人 

・介護、介助、保育又は教育の業務に関する実務経験が１年以上あ

る人 

Ｃ 学校看護師 保健師助産師看護師法で定める看護師資格を有する人 

Ｄ 
ＬＤ（学習障害） 

指導員 

次のいずれにも該当する人 

・普通教員免許状（養護教諭及び栄養教諭を除く）を有する人 

・特別支援学校や特別支援学級・通級指導教室で指導経験がある人 

Ｅ 学校司書 

次のいずれにも該当する人 

・司書資格または司書教諭資格を有する人 

・基本的なパソコンの操作（ワード・エクセルの操作）ができる人 

・自動車と普通自動車免許を有する人 

Ｆ ＩＣＴ支援員 

次のいずれにも該当する人 

・ICT 機器の基本的操作(Windows、Apple の端末操作、Google 

workspaceの操作、文書・表計算・スライド等の作成)ができる人 

・トラブル対応方法の検索、周辺機器の接続や設定ができる人 

・自動車と普通自動車免許を有する人 

Ｇ 就学アドバイザー 

次のいずれにも該当すること。 

・特別支援教育及び子どもの心理的問題や発達障害等に関する知識

を有し、小・中学校または特別支援学校の教員としての勤務経験

がある人 

・基本的なパソコン操作（ワード・エクセルの操作）ができる人 

・自動車と普通自動車免許を有する人 

Ｈ 
放課後児童クラブ 

支援員 

放課後児童支援員認定資格を有し、児童の保護、健全育成に理解と

熱意があり、児童と保護者の思いに寄り添って対処のできる人 

Ｉ 
放課後児童クラブ 

補助員 

児童の保護、健全育成に理解と熱意があり、児童と保護者の思いに

寄り添って対処のできる人 

Ｊ 
学校訪問 

カウンセラー 

次のいずれかに該当する人 

・臨床心理士の資格を有する 

・関係機関で認定する教育相談に関する資格を有する 

・普通教員免許状を有し、学校や団体で教育相談に関する経験があ

る人 

Ｋ 
不登校児童生徒教育 

支援室指導員 

普通教員免許状（養護教諭及び栄養教諭を除く）を有し、生徒指導

についての研修を受けた人または経験がある人 

 

 

 

 



【申込み・問合せ先】 

 上越市教育委員会学校教育課  

  所在地：〒942-8563 上越市下門前 1770番地 

  電 話：０２５－５４５－９２４４ 

４  試験内容 

（1）試験内容  面接試験（個別面接） 

（2）試験日   令和 8年 2月 14日（土） 

  ※試験時刻は 2月 10日（火）までに郵送またはメールで案内予定です。 

（3）試験会場  教育プラザ（上越市下門前 1770番地） 

（4）結果通知  受験された方全員に文書（郵送またはメール）でお知らせします。 

（5）その他  受験申込時の提出書類は以下のとおり取り扱います。 

・合格の場合 … 返却しません。 

・不合格の場合 … 結果通知に同封し、返却します。 

 

５ 申込方法 

（1）申込先   上越市教育委員会学校教育課（〒942-8563 上越市下門前 1770番地） 

（2）申込方法 

〇持参する場合 

・受験申込書（指定様式） 

・履歴書（指定様式） 

・受験資格等で指定している免許状等の写し（※） 

上記を（1）申込先へ提出してください（受付時間 8:30～17:15） 

※受験資格等で指定している免許状の原本は、試験当日に面接会場で

確認させていただきますので、ご予定をお願いします。 

※他の窓口等へ提出した場合や、土曜日、日曜日、祝日は受け付けません。 

〇郵送する場合 

・「持参する場合」と同様の書類を上越市教育委員会学校教育課へ送付

してください。 

・その際、封筒の表に「令和 8 年度会計年度任用職員（職種）申込」

と朱書きしてください。※職種には第１希望の職種を記入 

（3）受付期間  令和 8年１月 5日（月）から令和 8年 1月 27日（火）必着 

 

６ そ の 他 

 ○ 受験のための旅費は、支給しません。 

 ○ 正式な採用及び報酬額等任用条件の決定は、令和 8年度予算の成立後となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 


